
週刊 避難者応援情報紙

皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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介護施設でAIを使って連携するロボットシステムの実証テストが、原町区の特別養護老人ホ

ーム「福寿園」で行われました。

実証テストは、SOCIAL ROBOTICS株式会社の主催です。複数のロボットを使って介護施

設の職員の業務負荷の軽減に取り組み、介護分野の担い手不足解消につなげようという目的で

す。

実証テストでは、3台のロボットが人工知能（AI）によって連携して、来訪者の名前と顔認

証による受け付けを行い、来訪者を部屋まで案内し、来訪者の到着を職員に知らせました。ま

た施設内を案内したロボットは、洗濯物の収集運搬や、夜間の施設巡回にも活用できます。

主催したSOCIAL ROBOTICS株式会社では、ロボットの量産化に取り組み、年間100台程

度の販売を目指すそうです。
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7月採用予定 南相馬市職員≪任期付職員≫を募集します

3月2日HP更新

受験資格 〔一般行政〕
年齢・学歴は問いません。

〔土木〕
年齢要件はありません。
資格要件については、次のいずれかを満たす方
(1)1級または2級土木施工管理技士の資格を有する方
(2)大学・高校・高等専門学校のいずれかで土木の専門課程を履修した方

※両職種とも、パソコン（ワード、エクセルなど）操作、普通自動車免許は必須です。

試験日 平成30年5月中旬の指定する2日間

試験会場 南相馬市役所

試験内容 教養試験、適性検査、作文試験、PC技能検査、専門試験（土木職のみ）

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222

南相馬市からのお知らせ

TEL

募集職種 採用予定数 受付期限

一般行政 7人程度
4月25日(水)

土木 2人程度

募集職種・受付期限

※ 受験申し込み受け付けは簡易書留による郵送に限ります。

４月２５日（水）の消印有効

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

土曜日・日曜日 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分宛）

を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウンロ

ードしてください。
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災害公営住宅 空き住戸の入居者を募集します

3月1日HP更新

次ページへ続きます

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

2 西川原第二団地 3号棟203号室 3DK 2年 18,600～49,300 1,000円/月

3 西川原第二団地 4号棟203号室 3DK 2年 18,600～49,300 1,000円/月

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 万ヶ廹団地 30-1号室 3DK 2年 19,200～51,000 1,000円/月

市で整備した災害公営住宅に、東日本大震災の影響で家屋が全壊および半壊以上の判定を

受け解体した方、さらに原子力災害により避難し家屋を解体した方を対象として、空き住戸への

入居者を募集します。

募集住宅

《小高区》

《鹿島区》

《原町区》

※ 家賃については東日本大震災特別家賃低減事業により減額される場合があります。

申込資格

震災時点（平成２３年３月１１日）で南相馬市内に住所を有し、次のいずれかを満たす方

(1) 東日本大震災で住宅が全壊した方または住宅が半壊以上で家屋を解体もしくは解体が確実

な方

(2) 福島第一原子力発電所事故によって避難指示を受けた方で、家屋を解体もしくは解体が確

実な方

※ ただし、以下の条件に当てはまる場合は申し込みできません。

税または公営住宅の家賃の滞納がある。

世帯員に「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」で規定する暴力団員がいる。

応募多数の場合は公開抽選会で入居決定しますが、申込資格(1)の方を優先します。

入居日

４月１日（日）

申込期限

３月１４日（水） ※郵送の場合は当日必着

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

4 大町西団地 306号室 3DK 3年 21,900～58,100 1,000円/月

5 大町東団地 404号室 3DK 3年 21,700～57,500 1,000円/月

6 栄町団地 1号棟104号室 2DK 2年 19,400～51,400 1,000円/月

浜通り×さんじょうライフvol.3474



被災自治体News

TEL

【募集】3月分の市営住宅入居者を募集します

3月1日HP更新

次ページへ続きます

申込方法

市役所各申込窓口へ、「災害公営住宅入居申込書」を提出してください。

申込書は、市役所各申込窓口で配布しています。また、市役所ホームページからもダウンロー

ドできます。

添付書類

住民票（世帯全員が記載されているもの）

所得証明書（入居希望者全員分）

納税証明書（入居希望者全員分）※完納証明書でも可

その他下記の書類

・申込資格(1)の方：全壊の方はり災証明書の写し、半壊以上の方はり災証明書の写し、家屋

の解体証明書または解体申出書の写し

・申込資格(2)の方：家屋の解体証明書か解体申出書の写し

市役所各申込窓口

・南相馬市役所 建築住宅課

・小高区役所 産業建設課 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日を除く）

・鹿島区役所 産業建設課

【郵送先・問い合わせ先】

〒975－8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 建築住宅課 市営住宅係

0244-24-5253

市営住宅の入居者を募集します。

入居資格や申し込み方法などについて詳細を確認の上、お申し込みください。

申込者が重複した場合は、抽選会を開催し入居者を決定します。

入居日

４月１日（日）

公募期限

３月１４日（水） ※土・日曜日、祝日を除く。

今月の抽選会は３月１６日（金）です。
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問い合わせ
建設部 建築住宅課 市営住宅係（原町区内市営住宅管理担当）

0244-24-5253

小高区役所 産業建設課 建設管理係（小高区内市営住宅管理担当）
0244-44-6804

鹿島区役所 産業建設課 建設管理係（鹿島区内市営住宅管理担当）
0244-46-2116

TEL

TEL

TEL

入居者を公募する市営住宅

優先(寡婦・老人等)世帯の住宅

一般世帯の住宅

入居者を公募する定住促進住宅

問い合わせ

・入居相談や申し込みは、下記の問い合わせ先のどこでもできます。

・各住宅の内部などの詳細については、各区の管理担当にお問い合わせください。

№ 区 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

2 小高 紅梅団地 D-1-2号室 3DK 19年 19,800～39,000 あり

3 小高 紅梅団地 Ｄ-2-1号室 3DK 19年 19,800～39,000 あり

4 小高 紅梅団地 D-4-1号室 3DK 18年 20,000～39,400 あり

5 小高 万ヶ廹団地 2-1号室 3DK 13年 17,300～34,100 あり

6 鹿島 広町第二団地 205号室 3DK 40年 12,100～23,700 なし

7 鹿島 大河内第二団地 150号室 2K 48年 3,900～7,700 なし

8 原町 仲町団地 1号棟503号室 3K 44年 9,800～16,400 あり

9 原町 仲町団地 4号棟402号室 3K 43年 10,600～20,900 あり

10 原町 仲町団地 6号棟404号室 3K 42年 11,400～22,300 あり

11 原町 仲町団地 8号棟303号室 3K 39年 12,700～25,000 あり

12 原町 三島町団地 2号棟304号室 3DK 29年 16,800～33,100 あり

13 原町 北長野団地 3号棟104号室 2DK 22年 15,900～31,300 あり

14 原町 北長野団地 3号棟206号室 3DK 24年 18,300～36,000 あり

15 原町 北長野団地 4号棟202号室 3DK 21年 19,000～37,400 あり

16 原町 北長野団地 4号棟204号室 3DK 21年 19,000～37,400 あり

№ 区 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

17 鹿島 定住促進住宅 2号棟408号室 3DK 25年 9,800～19,300 あり

№ 区 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 原町 国見町団地 1号棟105号室 3K 36年 14,200～27,900 あり
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今週の番組 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 市長の部屋へよいこそ！

MJCアンサンブル ウィーン遠征出発報告会 [6分]

3. 平成29年度 第2回相馬野馬追保存会総会

＆第2回相馬野馬追執行委員会 [10分]

4. 想いは永遠に ～ありがとう かしまの一本松 お別れ式～ [12分]

5. びかむ復興支援コンサート 第二部 [27分]

6. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [3/7～3/14]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

7浜通り×さんじょうライフvol.347 

浪江町からのお知らせ

3月3日、浪江町地域スポーツセンターで浪江町芸能祭が開催されました。

町内での開催は、震災後初めてのことで、町の芸術文化を大切に維持していこうと活動を

続けてきた浪江町芸術文化団体連絡協議会の各団体が、民謡や舞踊など、日頃の活動成果を

披露しました。

また、特別ゲストとして浪江町出身のピアニスト添田哲平さんらによるピアノとヴァイオ

平成29年度浪江町芸能祭

リンの二重奏があり、来場さ

れた皆さんは、町の芸術文化

を懐かしむとともに、心地よ

いピアノの調べに心を和ませ

ました。
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東京電力による住宅への進入路などの除草のお知らせ

3月1日HP更新

対象区域

浪江町全区域

対象範囲

公道から自宅玄関までの進入路および１台から２台分の駐車スペースの除草

実施内容

自宅に一時立入りされる際に支障となっている自宅玄関までの進入路および１台から２台分の

駐車スペースの雑草について、除草作業を実施

【申し込み先】

東京電力ホールディングス株式会社 受付ダイヤル

080-5527-3959

受付期限：平成30年8月31日(金)

受付時間：平日 午前９時～正午、午後１時～４時

（土・日、祝祭日は受け付けできません。）

実施期限

平成３０年９月２８日（金）

お願い事項

○ 除草に当たり、現地確認や準備を実施しますので、申し込み受け付けから翌日以降の実施と

なります。（区域によっては数カ月程度の時間をいただく場合があります。）

○ 除染作業、庭木・植木の伐採、更地の除草はいたしかねますので、ご了承願います。

○ 除草および現場確認のため、敷地内に立入りさせていただきます。

○ 作業日時の指定や立ち会いはご容赦願います。

○ 作業実施前に弊社作業責任者から連絡いたします。

○ 倒壊家屋などにより安全作業に支障を来すような場合には、作業ができないことがあります。

○ 除草は刈り倒しを基本とし、敷地内に置かせていただきます。

○ 受付期間以降の実施については、各関係機関との調整となりますので、決まり次第お知らせ

します。

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3478



被災自治体News

東京電力によるお手伝い(駆けつけ隊)のお知らせ

3月1日HP更新

対象区域

帰還困難区域を除いた区域

対象範囲

簡易な除草や重量物の屋内移動など（２人で１時間程度でできる軽作業）

実施内容

町民の皆さまが困っている事案や人手が必要な作業について、お手伝い活動を実施させてい

ただきます。

【申し込み先】

東京電力 受付ダイヤル

080-5527-3959

受付期限：平成30年9月28日(金)

受付時間：平日 午前９時～正午、午後１時～３時

（土・日、祝祭日は受け付けできません。）

実施期限

平成３０年９月２８日（金） ※火曜日～金曜日（祝日は除く）

お願い事項

○ 基本的に、連絡をいただいたその日に現地確認をしますが、作業については、内容によって

は後日実施させていただくことがあります。

○ 人力でできる範囲とさせていただきます。

○ 倒壊家屋などにより安全作業に支障を来すような場合には、作業ができないことがあります。

○ 除草は刈り倒しを基本とし、敷地内に置かせていただきます。

○ 除染作業、庭木・植木の伐採、更地の除草はいたしかねますので、ご了承願います。

問い合わせ 住民課 除染環境係 0240-34-0228TEL
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町長メッセージ

3月1日HP更新

双葉町からのお知らせ

次ページへ続きます

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故か

ら３月１１日で丸７年の月日が経とうとしています。

全町避難という世界にも類を見ない大災害に見舞われ、先が見

えない不安な状況が長く続いておりますが、大震災から８年目となる

今年は、１月２８日に町復興の先駆けとなる中野地区復興産業拠

点整備事業の起工式を行い、吉野正芳復興大臣をはじめ国、県、

町の関係者の皆さまのご列席のもと工事の安全を祈願することができました。平成３０年は双

葉町の復興が本格的に始まる復興まちづくりの具現化元年と位置づけており、双葉町でもよ

うやく復興の槌音が響く日がやってまいりました。これもひとえに町の復興のためにご理解をい

ただき、断腸の思いで用地をご提供くださった当該地区の地権者の皆さま方のお陰であると

心から感謝申し上げる次第です。重ねて御礼を申し上げます。

復興のスタートとしてまずは、アーカイブ拠点施設や産業交流センターを２０２０年度の東京

オリンピック・パラリンピックに合わせて開業できるよう、今年の秋頃を目指し、これらの施設の

予定区域となっている街区の整備を先行的に進めていきます。アーカイブ拠点施設・産業

交流センターを活用した情報発信を行うことにより、周辺の施設とも連携しながら、被災地へ

の人の流れと巡回を生み、本格復興に向けた推進力としていきます。

一般の産業団地の街区についても、用地買収が完了したところから整備を進め、今年度

末には順次分譲を開始できるよう、取り組んでまいります。

中野地区復興産業拠点は、３０年とも４０年とも廃炉作業が続くとされる福島第一原子力

発電所の最寄りの産業団地となるものであり、町の復興の原動力となることはもちろん、原発

事故からの復興のため、安全・安心な廃炉の推進等にも役立つと考えております。このような

考えのもと、東京電力HD㈱に対し、東京電力福島復興本社の中野地区への立地を求め

続けておりましたが、町および町議会からの年頭要求の回答として、２０２０年を目処に中野

地区への移転方針を東京電力福島復興本社の大倉誠代表から示されました。町としては

大変喜ばしいことであり、東京電力HD㈱には、現場の最前線で廃炉を安全、確実に進め

ていただくとともに、福島復興本社には、町の復興を牽引する中野地区復興産業拠点の中

でも特にその核としての役割を担うことを期待しております。

また、中野地区に整備する産業交流センターのレストラン、土産物店舗等の商業施設に

ついては、町商工会と連携し、入居テナント募集を始めております。
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双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成30年2月28日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

北海道 14 埼玉県 821 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 5

青森県 14 千葉県 170 静岡県 35 島根県 17 長崎県 5

岩手県 10 東京都 340 愛知県 5 岡山県 3 熊本県 2

宮城県 242 神奈川県 171 三重県 1 広島県 3 大分県 6

秋田県 10 新潟県 150 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 1

山形県 27 富山県 13 京都府 9 徳島県 - 鹿児島県 12

福島県 4,081 石川県 15 大阪府 4 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 469 福井県 1 兵庫県 2 愛媛県 5 海外 4

栃木県 154 山梨県 14 奈良県 1 高知県 - 合 計 6,911

群馬県 39 長野県 16 和歌山県 - 福岡県 9

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 272 田村市 19 西郷村 35

会津若松市 46 南相馬市 254 矢吹町 30

郡山市 714 伊達市 10 棚倉町 11

いわき市 2,161 本宮市 42 塙町 8

白河市 201 桑折町 5 三春町 15

須賀川市 66 大玉村 7 広野町 34

喜多方市 6 鏡石町 10 新地町 7

相馬市 57 会津坂下町 10 その他 34

二本松市 18 会津美里町 9 合 計 4,081

(前月 6,918)

(前月 4,087)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,081

福島県外に避難している方 2,830

＊所在不明者 3人
うち津波による行方不明者 1人

＊死亡者 633人
うち災害関連死亡者 165人

この避難状況は、平成23年3月11日現在の人口から、死亡者を除
き、震災以降の転出者および転入者、出生者を含むものであり、現
在、町として支援対象となる人口の避難状況を表しています。

被災自治体News
ようやく念願の復興事業が動きだしましたが、双葉町の復興はスタートしたばかりであり、本

格復興に向けては乗り越えなければならない多くの課題があり時間を要します。生活再建支

援の継続・充実はもとより復興の歩みを着実に進めてまいりますので、町民皆さまのご理解と

ご協力をお願いいたします。

３月１１日にはいわき市勿来町において「東日本大震災双葉町追悼式」を挙行いたします。

震災で亡くなられた方、ふるさとに帰ることができずに無念のまま避難先で亡くなられた方々

に対し、心からご冥福をお祈りするとともに町の復旧・復興に向けて歩み出したことを報告した

いと考えております。

今年は最強寒波が日本列島を覆い、日本海側では大雪に見舞われ、都心部でも積雪

があり、気温の低い日が続きました。３月の声を聞くと春が近づいたような気がしますが、まだま

だ寒さの厳しい日々が続きます。お体に気をつけてお過ごしくださいますようお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗
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被災自治体News

2月26日
復興公営住宅勿来酒井団地の鍵引き渡し式

福島県がいわき市勿来町酒井地区に建設していた復興公営住宅の一部が完成し、2月26日、入居

者への鍵の引き渡し式が行われました。

伊澤町長は、「福島県と関係者のご努力により、復興公営住宅の

ほか、郡立診療所、高齢者サポート施設、仮設商業施設などの生活

関連施設を併設し、生活利便性の向上と町民相互のコミュニティ維

持のための施設が実現いたしました。町民の皆さんが安心して生活

を送れるよう、引き続きご支援を賜りますようお願いします」とあ

いさつを述べました。

2月14日企業誘致説明会を開催
双葉町いわき事務所において、中野地区で整備を進め働く拠点となる復興産業拠点への企業の進出

に向け説明会を行い、県内外の企業20社が参加しました。

伊澤町長は、「今後皆さまが

双葉町への立地を具体的に検討

する上でのご要望や疑問点など

についてもご意見をいただきま

すようお願いいたします」とあ

いさつを述べました。

2月13日行政区長会を開催
行政区長会を開催いたしました。町から双葉駅西側地区生活拠点等整備事業などや農業委員会委員

および農地利用最適化推進委員

の応募について説明しました。

さらに、町政懇談会の概要、ふ

るさと帰還通行カードや町公民

館・体育館の被害状況について

報告をし、行政区長の皆さんか

らご意見をいただきました。
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被災自治体News

2月6日
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全国原子力発電所立地自治体が
国に要請書を提出

全国原子力発電所所在市町村協議会が、環境省、復興庁、経済産

業省を訪れ、帰還困難区域についても除染を着実かつ絶え間なく実

施することなどを盛り込んだ原子力災害からの復興に対する要請書

を提出し、伊澤町長も要請活動に参加いたしました。

2月14日

みんなのメダルプロジェクトより感謝状の贈呈

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会では、東京オリンピック・パ

ラリンピックのメダルの一部に、不要となったタブレット端末に使用されている金、銀などを再利用

するプロジェクトを進めており、双葉町も町民の方から返却された旧タブレット端末をNTTドコモ

を通して同プロジェクトに提供

いたします。

2月2日、このプロジェクトに

賛同した相双地区の4町に組織

委員会国際局長より感謝状が贈

られ、双葉町からは伊澤町長が

出席いたしました。

自由民主党福島支部連合会移動政調会 2月7日

自由民主党福島県議会議員か

ら太田光秋幹事長ほか5人の議

員の方々が双葉町いわき事務所

を訪れ、双葉町の復興の状況や

今後の課題などについて意見交

換を行いました。
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【平成30年2月】
人口 13,192人
世帯数 5,461世帯

避難・居住先別人数
【都道府県別】 平成30年3月1日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

北海道 31 埼玉県 408 岐阜県 - 鳥取県 - 佐賀県 5

青森県 9 千葉県 330 静岡県 32 島根県 5 長崎県 5

岩手県 7 東京都 428 愛知県 16 岡山県 1 熊本県 5

宮城県 152 神奈川県 216 三重県 5 広島県 3 大分県 6

秋田県 9 新潟県 166 滋賀県 3 山口県 4 宮崎県 8

山形県 11 富山県 - 京都府 3 徳島県 6 鹿児島県 6

福島県 10,422 石川県 8 大阪府 21 香川県 2 沖縄県 8

茨城県 541 福井県 - 兵庫県 1 愛媛県 - 海外 3

栃木県 164 山梨県 12 奈良県 - 高知県 5 合 計 13,188

群馬県 74 長野県 39 和歌山県 - 福岡県 8

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 224 南相馬市 125 三春町 215

会津若松市 86 伊達市 24 小野町 14

郡山市 2,407 本宮市 33 広野町 135

いわき市 5,907 国見町 7 楢葉町 21

白河市 77 大玉村 159 富岡町 458

須賀川市 77 猪苗代町 11 川内村 27

喜多方市 32 西郷村 37 新地町 14

相馬市 51 泉崎村 11 その他

二本松市 37 矢吹町 23 合 計 10,422

田村市 154 玉川村 8

富岡町の人口の動き
平成23年3月以降の月別住民登録人口
※平成24年6月末以前の数値に外国籍の方は含まれていません。

被災自治体News
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現在富岡町に住民登録されている方の
避難先・居住先別人数です。
※震災後の転入者も含みます。

(前月 13,224)

福島県内避難者数 10,422

福島県外避難者数 2,766

合計 13,188

福島県内避難世帯数 5,159

福島県外避難世帯数 1,410

合計 6,569

(前月 10,439)

富岡町からのお知らせ



3月1日

協会けんぽおよび船員保険の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者

にかかる、平成30年3月1日以降の医療機関における窓口での一部負担金（※1）の免除措置

につきましては、次の区分に応じて取り扱うこととなりました。

なお、平成30年3月以降も医療機関等における窓口での一部負担金の免除措置の継続とな

る方には、更新した免除証明書を平成30年2月末にお送りしています。お手元に届かない場

合は、お手数ですが都道府県の協会けんぽ支部までお問い合わせください。

全国健康保険協会（協会けんぽ） 新潟支部 025-242-0260問い合わせ

対象区分 有効期限

現に帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に指定さ
れている区域の方

平成31年2月28日

旧緊急時避難準備区域の方（上位所得層(※２)に該当する方を除く
(※３)）

特定避難勧奨地点の指定を受けていた方（上位所得層(※２)に該当
する方を除く(※３)）

旧居住制限区域または旧避難指示解除準備区域の方（上位所得層
(※２)に該当する方を除く(※３)）

(※1) 被保険者とその被扶養者が保険医療機関・保険薬局および指定訪問看護事業者で受けた

療養に係る一部負担金をいいます。

(※2) 上位所得層とは、事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額が、53万円以上の被

保険者をいいます。

(※3) 平成30年3月以降、上位所得層から一般所得層（標準報酬月額50万円以下）に所得区

分の改定が行われた場合は、改めて免除申請をしていただくことで所得区分の改定された月よ

り免除措置の対象となり、一部負担金が免除されます。
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3月2日

原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置は、平成２５年４月２６日から、

原発事故により避難して二重生活を強いられている家族の再会を支援する目的で、実施してい

るところです。

これまでは、平成３０年３月３１日（土）まで実施することとしていましたが、当面、以下

のとおり期間を延長します。

●延長期間

平成３０年４月１日(日)～平成３１年３月３１日(日)

●ご利用に関してご注意いただきたいこと

満１８歳に達してから最初の３月３１日を過ぎた子どもおよびその父母等は高速道路無料措

置の対象外となりますので、証明書を発行した市町村へ返却をお願いいたします。

また、すでに証明書をお持ちで、震災前に居住していた市町村へ帰還された方については高

速道路無料措置の対象外となりますので、証明書を発行した市町村へ返却をお願いいたします。

なお、複数の子どもを対象とした証明書のうち、一部の子どもが対象外となる場合や、証明

書の内容に変更が生じた場合は、証明書の再発行が必要となりますので、証明書を発行した市

町村へ再申請をお願いいたします。

※証明書発行などに関する詳細な手続きについては、証明書を発行した市町村へ直接お問い合

わせ願います。

国土交通省 道路局 高速道路課 03-5253-8500問い合わせ TEL

原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置の期間を、

当面、平成３１年３月３１日（日）まで延長します。
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交流ルームひばり通信

大崎コミュニティ「どんぐりころころ大崎」(代表高橋会長)様から頂戴しました寄付金を

利用させていただき、子どもたちに進級のお祝いの準備をいたしました。

プレゼント内容 図書カード（2,000円分）

対 象 者 0歳～中学３年生 (18人)

受取期間 3月11日(日)～28日(水) 

受取場所 交流ルームひばり

※ひばりの休みは裏表紙のカレンダーでご確認ください。

※期間内に受け取れない方はご連絡ください。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

浜通り×さんじょうライフvol.347 17

引換券を
忘れずに

お持ちください。

東日本大震災から７年を迎える3月11日(日)に、亡くなられた方々の鎮魂と、被災地の復興

を願い、地震発生時刻の午後2時46分に合わせて黙とうを捧げます。

続いて献花に移り、避難者1人、三条市長、一般献花の順に行います。

●と き ３月１１日

午後2時45分～3時

●ところ 総合福祉センター １階ロビー

●主 催 三条市

●参加予定者 市内の避難者、三条市民ほか

日

（昨年の様子）



市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-22-2111

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

富岡町 0240-22-2111

いわき市 0246-22-1111

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

市町村名 世帯数 人数

小高区 21 51

原町区 4 7

南相馬市 計 25 58

浪江町 6 15

双葉町 3 5

富岡町 1 1

いわき市 1 5

郡山市 4 9

合 計 40 93

三条市に避難している
世帯数と人数(2018.3.7現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

交流ルームひばり通信

３月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

８日 ９日 １０日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１１日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日

東日本
大震災

黙祷
及び献花

ひばり休み 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
ひばり

午後休み

１８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日

ひばり休み ひばり休み

春分の日

茶話会 ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
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問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午


